
令和 7年度湖西市災害備蓄用食糧整備事業 仕様書 

 

１．購入物品 

災害備蓄用食料（保存用飲料水） 

 

２．購入数量 

（１）650箱（２Ｌ×６本／箱） 

  （参考提示品） 

   ・富士ミネラルウォーター株式会社製「富士ミネラルウォーター」 

・株式会社 匠美製「立山連峰の天然水」 

 

３．製品規格 

（１）災害時の非常用飲料水であり、５年間の品質保証がなされること。加えて製品記載の賞味期限を担保

するため、食品衛生法上の登録検査機関による長期保存性の確認試験を実施、「試験報告書（写）」

を提出すること。 

（２）原水は、食品衛生法及び水道水の水質基準に適合したものであること。 

（３）無味無臭であること。 

（４）濁り、沈殿物がないものであること。 

（５）ボトルの本体及び段ボール箱に品質保持期限を記載したものであること。 

（６）防災倉庫等に長期間および省スペースでの常温備蓄（保存）が可能であること。（保証期間５年以上） 

 

４．梱包 

 （１）「品名」「賞味期限」「数量」「製造業者」を表示すること。 

    ※段ボール箱に上記表現の記載がない場合、シール等にて対応すること。 

 （２）長時間積上げ保管が可能な段ボールとし、４段重ねで５年間耐えられるものであること。 

 

５．納入期限 

令和７年 10月 31日（金） 

 

６．納入場所 

湖西市防災倉庫 

 

７．納入について 

 （１）費用は見積もり額に含めること。 

（２）納品時は納入業者が十分な人員を確保し、安全に行うこと。 

（３）納品時はパレットに積載すること。パレットへの納品作業は納入業者が責任をもって行うこと。 

 

８．その他 

 （１）本仕様書に定めのない事項については、危機管理課と協議のうえ指示を得ること。 

 （２）過去５年以上にわたり、地方公共団体（都道府県、市町村等）への納入実績を有する製品であること。 


